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厚生文教委員会 

                   日時 令和６年12月16日（月曜日）午後１時30分 開会 

                   場所 委員会室 

 

本日の委員会に付した事件 

 １ 議案の審査 

    第131号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第143号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第144号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第145号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第146号議案                         「質疑・討論・採決」 

    第147号議案                         「質疑・討論・採決」 

 

出席委員（９名） 

 委員長  鈴木長良  副委員長  カークランド陽子 

 委 員  今泉吉孝  浅尾洋平  柴田賢治郎  山田辰也  長田共永 

      中西宏彰  丸山隆弘 

 

欠席委員 なし 

 

説明のために出席した者 

 総務部、市民協働部、健康福祉部の副課長職以上の職員 

 

事務局出席者 

 議会事務局長 鈴木隆司  議事調査課長 阿部和弘  書記 高橋加奈 
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   開 会  午後１時30分 

○鈴木長良委員長 ただいまから厚生文教委

員会を開会いたします。 

 これより、13日の本会議において本委員会

に付託されました第131号議案及び第143号議

案から第147号議案までの６議案について審

査いたします。 

 ６議案の審査は説明を省略し、直ちに質疑

に入ります。 

 第131号議案 新城市舟着地区コミュニテ

ィ・センターの設置及び管理に関する条例及

び新城市老人福祉センターの設置及び管理に

関する条例の廃止を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、第131号議案の

廃止に関わることでお聞きしたいんですけど、

まず、廃止の理由を伺います。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 廃止に至った経

緯につきましては、新城市老人福祉センター

は昭和49年の建設から50年が経過しており、

老朽化と耐震性が問題で、公共施設の適正配

置、総量縮減を図る新城市公共施設個別施設

計画の第１期におきまして、機能移転、施設

廃止の方向性の施設となっているためでござ

います。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。50年たって

る、耐震がというところでのことだと思いま

す。 

 こちらは、地元との話合い、廃止への理解

がされているのか心配されるところなんです

が、滝川議員の質疑のところでも言っていた

と思うんですが、団体の方とは話合い等して

きているということであるんですが、その団

体の方々、クラブの方やゆうあい大学の皆さ

んとか、スポーツ部とかあると思うんですが、

これが今回廃止になることで、利用していた

方々の団体の代替案というか、そこの施設、

次はここを使ってくださいというようなもの

はこぼれなくなっているのか、その代替地等

がどういったところになるのかそこら辺を教

えてください。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 代替施設につき

ましては、主に新城市いきいきライフの館を

予定しております。そのほかに、貸館を有し

ております文化会館、市民センターほうらい、

社会福祉協議会等を予定しております。こち

らから御提案をいたしました。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。いきいきラ

イフの館、文化会館、社会福祉協議会のとこ

ろということで。それらの代替の場所で使っ

てくださいということで、主な老人クラブ連

合会の方の総会だとか、各部とか、いきがい

クラブの方々等は漏れなく、今回廃止したと

しても、次の代替地のところで利用は続けて

いけるという、漏れずになってるという理解

でいいのか伺います。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 新城市老人クラ

ブ連合会につきましては、年度末をもって解

散となりますのでその心配はないかと思いま

す。 

 そのほかのクラブ活動等についても代替案

を御提案しておりますので、全てのものが今、

決まったわけではないですが、順次、決まっ

ていくと考えております。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あとは、市民の方の声も聞きますと、なか

なかやっぱり高齢者の方が運動をする場所が

どんどん最近なくなっていると。そこら辺で、

この新城市のまちづくりというのが、非常に
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冷たい感じがするということで、こういった

利用する、健康になりたいという老人の方々

の思いを酌み取っていけるようなまちづくり

というのが必要だろうと思っているというと

ころなんですが。 

 今、団体の方々は分かったんですが、こち

らの3,540名ほど今回も利用者がある中で、

個人利用をされてるという方については、ど

ういった代替案というか代替地というのは説

明されているのかというとこがちょっと心配

になりましたので、伺いたいと思います。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 個人利用をされ

ている方というのが、基本的にはあまりいな

くて、しいて言うならばヘルストロンの御利

用者が個人利用しているかと思います。その

方々に関しましては、大体３、４人程度の方

が常連さんで、ヘルストロンを利用している

と把握しておりますので、個別に、施設の担

当者からお話を差し上げております。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 じゃあ、このヘルストロン

の利用者、720名という、延べだと思うんで

すが、そこの人数はそんなにいないというか、

２、３人というところなんでしょうか。あと

はそういった個人利用する人というのは、ほ

とんどいないという理解でいいのか、その辺

のところを伺いたいと思います。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 既に資料提供さ

せていただいたものにつきましては、延べ人

数になっております。ほかに利用されている

方も、木曜塾のついででしたりとかクラブ活

動のついでにお越しになっている方々がほと

んどでして、ヘルストロンだけを目的にいら

っしゃってるという方は３人から４人となっ

ております。先ほど申し上げましたとおり、

個別に御案内を差し上げているというところ

と、あとヘルストロン自体が、ちょっと器具

が古くなっておりまして、保守期間もこの年

度末で終わってしまうものですから、そうい

った意味でも継続の利用が難しいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、実態としてはほ

とんどが個人利用ではなくて、クラブだとか

そういった団体の人が老人福祉センターを使

っているという実態ということでいいのか伺

います。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 委員おっしゃる

とおりでございます。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 まず最初に、コミュニテ

ィ・センターの廃止、それからあと老人福祉

センターの廃止ということになってるんだけ

ど、これどっちが先、コミュニティ・センタ

ーが設立されてから、その後、老人福祉セン

ターが乗ってきた、かぶさってきたという流

れなのかなとちょっと感じてしまうんだけど、

流れを教えてください。 

○鈴木長良委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 昭和49年に、

老人福祉センターが建築されました。それで、

老人福祉センターの設置管理条例が、同時に

昭和49年に第38号で付けられまして、昭和

51年に舟着地区コミュニティ・センターの設

置管理条例が設けられたということで、その

後、合併によって組織機構順と言ったらいい

んでしょうか、その順番でいったときに、当

時、企画部になったと思いますけども、舟着

地区コミュニティ・センターが先になったの

で、この順番で条例の廃止の議案を出させて

いただいたという流れになっております。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 確認です。老人福祉センタ
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ーのほうが、条例上、早くできたということ

なの、建設も含めて。 

○鈴木長良委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 老人福祉セン

ターとして建物を建築されて、設置管理条例

がまず老人福祉センターでできて、そこで、

コミュニティを進めていきましょうというこ

とで、条例が昭和51年にできたという流れで

す。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 となると、コミュニティ活

動そのもののいろんな事業が、当時、昭和の

50年代初期ぐらいからですかね、全国的に活

発化がされてきて、それで舟着地区のみがコ

ミュニティ・センターとして位置づけされた

という経過なのかなと思うんだけれども、そ

の辺のいきさつどうなってるのかなと思うん

ですよ。 

 要するに、舟着地区のコミュニティ・セン

ターも兼ねてるもんですから、その辺の流れ、

地域としてどういうふうに受け止められてお

るのか。代替施設の、代替というか、地域の

代わりの施設は当然あると思うんですけれど

も、構造改善センターとかなんかいろいろた

くさん施設ありましたよね。そういうのを活

用されるかなと思うんですが、実際どうなん

でしょうか。 

 利用率をちょっと見ますと、一番下のコミ

ュニティの利用というのが載ってるんですけ

ど、数人単位で、回数が多くても30人から

40人ぐらいという、その辺も含めてちょっと

教えてください。 

○鈴木長良委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 おっしゃると

おり、旧の新城市のときになるかと思います

が、舟着地区のコミュニティの推進を図るた

めにここが指定されまして、コミュニティ活

動が始まったと聞いております。 

 実際のところ、今、ここ近年なんですけど

も、老人福祉センターを、この舟着地区のコ

ミュニティでそれではどれだけ使ってるかと

いうようなお話になってくるかと思うんです

けども、今こちらで確認できる資料としてい

ただいてるのは、実際のところ舟着地区コミ

ュニティの総会を開催されておるというよう

な状況でして、平成31年で総会で１回、令和

２年は恐らくコロナだったと思うんですけど

も使用されておらず、その後も令和３年、令

和４年、令和５年と総会のみの使用になって

おる状況で、その総会にも実際のところは

30人程度の出席がされておるということで聞

いております。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 今、確認させていただきま

した。 

 それと、あと老人福祉センターを活用する

場合の送迎バスって、確か、過去、今はない

のかな、送迎バスがあったんではなかったか

ね、どうでしょう。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 送迎車でござい

ます。今、クラブ活動で、申込みのときにバ

スを利用の有無を聞いておりまして、そこで

バスの希望があれば送迎をしております。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 今後、廃止された以降をど

ういうふうに利用されます、そのバス自体も

含めて。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 すいません。バ

スと申し上げましたが、人数が非常に少なく

て、今、１人２人の利用になっておりますの

で、一般的な乗用車で送迎をしております。 

 廃止に伴いまして、それも同時に廃止とい

う形になります。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 代替としていきいきライフ
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の館を利用するということですので、その辺、

今後の活用にしては、ある面必要かなと思う

んですが、送迎の車、送迎のバスというか、

どの程度乗れるものかちょっと分からんです

けれども。 

 その辺も話合いの中で済んでおるわけです

かね、７月に行われた会議の中では。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 送迎に関しまし

ては、７月に行いました説明会の中ではお話

は出なかったというのが実情です。 

 どこで高齢者が活動するにしましても、な

かなか足の問題というのが非常に課題であり

まして、今後、考えていかなくてはいけない

ところだなとは思っておりますが、老人福祉

センターを廃止することによって廃止になる

送迎車のことにつきましては、また、今後、

検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 いきいきライフの館の規則

を見ると、項目として載ってるんですよ。老

人福祉センターからの利用、受入れに対する

送迎者の受入れ、申込みとかも細かく載って

たんですよ。今後、見直しをされていくと思

いますので、その辺をチェックしておいてく

ださい。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 すいません、丸

山委員に反問権、よろしいでしょうか。 

○鈴木長良委員長 はい。認めます。 

○後藤知代高齢者支援課長 すいません、規

則の何条か、今、お分かりになりますでしょ

うか。 

 すいません、ありました。様式の中に、バ

ス利用の件が書いてありますので、これに伴

いまして規則の改正を行う予定にしておりま

して、様式の中のバス利用、送迎車の利用の

ところを外す予定でおります。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 外すのではなくて、運用を

図ったほうがいいと思うんですよ。距離的に

も、また違った局面にあるもんで、環境的に

はすごく中心部のあちらのほうだから使いや

すくなるのかも分からんですけど、その辺も

できたら、できる範囲の中で活用できるよう

な方法が取れるのかなというところにちょっ

と疑問があったもんですからね。廃止に伴っ

て、また逆にいきいきライフの館を中心にさ

れるんだったら、ある面交通の便に、便利を

来すような、利便性をよくするような方向で

取っていったほうがいいのかなと思ったもん

ですからね、今後の検討ということで理解し

てよろしいですかね。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 ありがとうござ

います。職員の配置等いろんなところが絡ん

できますので、少し検討の時間をいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 柴田委員。 

○柴田賢治郎委員 ヘルストロン、この施設

の大変、代表的なというか、特徴的な施設だ

ったのかなとは思います。 

 先ほど保守期間が終わるということ言われ

てたのですが、民間への譲渡とかそういうこ

とが可能なものなのか、聞かせてください。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 条例の廃止後、

中にある備品等、ヘルストロンの機械も含め

て、片づけといいますか処分の方向にしてま

いります。その途中で、どのようにその備品

等を、市の財産でもありますので、その中で

少し検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 柴田委員。 

○柴田賢治郎委員 保守期間が終わるという

ことで、民間で降りて使えるかどうかという
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とこはまた問題があるかと思いますが、民間

のほうに、サービス２、３名の方もおられる

なら、そういう方に貸与したと思えば、そう

いう民間の方にとってもいいのかなと思いま

したので、よろしくお願いしたいと思います。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 ちょっと今の質疑等、聞い

てなんですけど、廃止になって、その代替的

には、言ったようにいきいきライフの館が中

心になっていくのかなという思いがあるんで

すが、こういったある意味、都会のほうの施

設、このいきいきライフの館や文化会館や社

会福祉協議会の中の会議室等を使いながら、

こういった今までどおり使っていけるという

体制が整ったという中での廃止という理解で

いいのか、もう一度教えてください。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 廃止にしました

理由につきましては、先ほど言いました老朽

化と耐震の問題ですが、それをこなすと言い

ますかスケジュール的にやっていくに当たっ

て、代替施設の提案ですとか、御利用者様に

御説明を差し上げて御理解をいただいている

ということでございます。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。私がちょっ

と危惧というか心配するのが、こういった施

設というのはやっぱりお年寄りの方が外に出

て生きがいとして、体を動かして健康を保ち

たいという方が多いと思うんですね。そうい

うために、この施設も、50年前ですけど、つ

くったんだろうと思ってるんです。 

 ですから、やっぱりこれがなくなってしま

うと、その憩いの場所がなくなってしまって、

外に逆に出れなくなる老人が増えるんではな

いかというところがとても心配する視点にな

っていまして、ですから、今回、老朽化で廃

止ということになるんですけれども、その代

替案としての機能として、いきいきライフの

館でできますよとか、あと文化会館でもでき

ますよ、そういった手配を皆さんがしている

というところによって、廃止しても今までど

おり御老人の方が体を動かしに、いきいきラ

イフの館に行けるようになっていますよ、そ

ういうフォロー、受皿はできてるよというと

ころが安心感として、議員としては知りたい

ところだったもんですから、そういう体制に

今なってるよという理解でいいですかという

思いなんですが、そこを教えてほしかったと

いうところと、あとはこういった大きな変わ

っていくということになりますので、周知、

いきいきライフの館でこういったところがで

きるようになりますよとか、今後のことだと

思いますが、そういった周知も含めて対象者

の方には広く市民に伝えていくということも

必要かなと思うんですが、そこら辺もし認識

を教えていただければと思います。 

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 現在、利用され

ている方につきましては、先ほど来、御答弁

させていただいておりますが、個別に代替施

設等に御案内をしております。 

 そして、この年度末をもって廃止するとい

うことも御周知も差し上げておりますし、地

域の方々にも御説明を差し上げております。 

 高齢者の生きがい的な施設につきましては、

この老人福祉センターだけではなくて、ほか

にもミニデイですとか、いろんな活動を地域

の公民館等でこれとは別に、していただいて

いるところがありますので、高齢者の外出先

という意味合いでは、十分とは申し上げにく

いですけれども、代替ができていると考えて

おります。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 
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 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第131号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第143号議案 新城市しんしろ福祉

会館の指定管理者の指定を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 指定管理候補の選定結果と

いうことで資料に載っておるんですけれども、

７人の審査員200点満点で合計 1,400点中

1,083.75点ということになっております。以

降の条例も関連してくるんですけれども。 

 これに対して７人の方、改めて本会議質疑

の中では明らかになったかも分かりませんけ

れども、この審査される方々、メンバー公表

とかそういうことは言いませんけれども、役

職も含めて答えていただければと思います。

まず確認したいと思います。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 役職とかはちょっ

と答えられないんですけれど、新城市指定管

理者選定審議会条例第４条に決めがあるとお

り、学識経験を有する者、それから副市長、

それから市職員のうち課長以上の者と決めら

れております。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 分かりました。ちょっと確

認させてもらいました。 

 すいません。見るとこ間違えました。

1,400点中962.5点でしたね、すいません。間

違えました。しんしろ福祉会館の関係、その

次をちょっと先に言ってしまったもんですか

ら訂正します。 

 要するに、社会福祉協議会が候補者として

決定されたという経緯がありますけれども、

この点数表というんですか、配点表を見ます

と、ここから減点法で指定管理を選定するに

やっていくようでありますけれども、どうい

うところをポイントにされているのか、非常

にちょっと、何て言うかな、私の目からする

と、全て満点でもいいんではないかなという

気もいたすんですけれども、その減点するポ

イントというのがどういうところなのか。過

去の前例、今まで指定管理を社会福祉協議会

にした中で、どういう点がちょっとまずかっ

たかなというような点があってマイナスにさ

れたのか、マイナスといいますか、このＡＢ

ＣＤＥの採点評価基準からＢにしたのか、Ｃ

にしたのかというところがちょっとあるんで

すね。 

 何か目立つような、こういう1,000点を割

るようなポイントというものが何かあったの

かどうか。あくまでも選定基準で、なかなか

そこのところは内容まで審査員によって見解

が違うと思いますから、あなた方が答えよう

とするのは難しい面があると思いますけれど

も、1,000点を割るというのは、私にとって

はすごく非常に残念な結果でもあるし、満点

に近い数字が出るのかなと、私は感じたんで

すけれども、その辺の評価というのはどうな

んでしょうか。担当部署としてはどのように

お考えなのか含めてお願いします。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 委員さんが７名い

るものですから、高くつけていただく委員さ

んもおるし、低くつけていただく委員さんも

いるので、一概にどこがまずかったというの

はちょっと言うのは難しいかなとちょっと思

ってます。 

 以上です。 
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○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 評価基準というのがありま

すわね、この評価基準のところに係数を掛け

て、1,400点から減っていくという状態なん

だけれども、ＡＢＣというのは期待できる部

類の中に入っているんですよ、評価基準の中

のＡＢＣというのは。Ｃは提案内容の効果が

ある程度期待できるという期待に対して

0.5掛けてしまうんですけれども、そうやっ

てかなり点数が減っていってしまうという経

緯もあるんですが、ＡＢＣについては期待し

ますよ。ＤＥについては、かなりちょっとこ

れは憂慮すべき点があるんではないかという

ような内容の基準になってる。 

 この辺のこの５段階で基準を設けて、評価

していくというのは非常に何か厳しいという

か、何て言うんですか、冷たいと言うか、悪

い言葉で言うと。もう少し、何かいい採点方

法がないのかなというような気もするもんで

すからね。 

 あくまでもこれ、半分以上でしたかね、

700点以上が合格ラインというんですか、選

定ラインになってくると思うんですが、そこ

んところも含めて、1,000点を切っちゃった

というのは、そうそう、私、今までなかった

ような気がしたもんですから、ちょっと感じ

ましたので、どのように全体的に見て評価さ

れるのか、確認したいと思います。 

○鈴木長良委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 審査項目につきまして

は、先ほど答弁の中でもありましたとおり、

なかなか点数をつけるという観点が、委員７

名において、やっぱりいろいろ人によってち

ょっと捉え方が違うところがあろうかと思い

ます。 

 そんな中でも、この項目の中の１番の施設

運営の基本的な考え方とかいう中の（１）番、

例えばですけども、指定管理を希望する理由

とか、管理、理念、方針、こういったところ

につきましては、多くの委員、６名の方がＢ

評価をつけておったりですとか、Ａ評価をつ

けるというのはなかなかちょっとばらつきが

あるんですけども、それ以外にも、大きかっ

たのがＢ評価をつけられてるという方が、２

番目の施設目的を最大限発揮するための対応

という中において、提案する事業内容、それ

から、地域・ボランティア・福祉団体・関係

機関等との連携と、こういったところにつき

ましては、４名の方がＢ評価をつけられてる

というようなことになってございます。 

 それから、施設を運営するに当たりまして、

様々な観点から職員の資質の向上、それから、

利用者や家族のニーズの把握、それへの対応

方針、苦情処理、そういったところが、こち

らも４名の方がＢ評価というのをつけていた

だいとるということで、一概になかなか個人

差もちょっと出てくるもんですから、そこら

辺はそれぞれの委員さんが感じ取られた点数

の中で評価をつけられて、ＡＢＣでいいとい

うのをつけられてるという認識でおります。 

 以上でございます。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 分かりました。あと、選定

される審査されるメンバーの方々をお決めに

なるに当たって、逆にどういう基準でその審

査員を選ばれるのかも含めてお願いします。 

○鈴木長良委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 委員さんの審査基準と

いうことでございますが、先ほどもちょっと

ありましたとおり、根拠になっておるのは、

指定管理者選定審議会条例の第４条が根拠に

なっております。 

 その中で、副市長が筆頭で会長ということ

もその条例の中に書いてあるわけですが、こ

の中で学識経験というところです。これ何か

と具体的に言いますと、財務状況がどうなん

だというところを見れる方でないといけない

ということがございまして、ここはそういっ

た税理士の方に入っていただいております。

それから、市職員のうちの課長以上の者とい
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うことでございますけども、こちらにつきま

しては、公の施設という施設管理全般を持つ

部分としては総務部ということですので総務

部長、それから、施設を所管する部長さんと

いうところで担当の健康福祉部長、それから

あと委員さんになりますけども、そちらの委

員さんにつきましては、こういった福祉施設

の事柄が分かる委員さん、こういった方を選

定をしております。 

 以上でございます。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 浅尾委員。 

○浅尾洋平委員 この選定状況のことなんで

すけど、応募してくれた会社は何人いたんで

しょうか。これはもう候補者で社会福祉協議

会１者しか公募してなかったのか、それとも

幾つかあっての点数で決めたのか、そこら辺

の状況を教えてください。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 新城市社会福祉協

議会の１団体のみです。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 山田委員。 

○山田辰也委員 大体ここは、エントリーし

てくるのは社会福祉協議会だけだと、私、思

ってますけど、これ、かなり前からこの１者

だと思うんですけど、過去には他の会社、他

の参入、これの話とかそういうエントリーに

は過去にはほかのところが採点のところに入

ってきたことはあったんでしょうか。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 私の記憶では、社

会福祉協議会のみと認識しています。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第143号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第144号議案 新城市西部福祉会館

の指定管理者の指定を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 先ほどの件で、山田委員か

らも質疑があった関係で、選定方法と言いま

すか、これ公募で行いましたね、これについ

て。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 公募で行いました。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 山田委員。 

○山田辰也委員 丸山委員の質疑と関連して

くるんですが、満点1,400点うち1,083点とい

う評価が出てるんですが、先ほど言ったよう

に、応募団体は１者しかないということです

けど、今後そういう団体が出てくるとは思わ

れないんですけど、それに対しての点数が低

かった点についての評価というのは、どのよ

うな評価だったんでしょうか。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 私的には、そんな

に低かったという認識はないです。 

○鈴木長良委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 この配点、審査項目が

ありまして、いわゆる様々な考え方というの

が施設に応じてあるかと思います。そういっ

た観点の中から、配点を、ここの項目、大き

な１番については、配点何点がいいのか、そ

れから２番の審査項目につきましては、全体
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で、全体と言うか個々に何点がいいのかと、

そういったところを議論させていただきまし

て、微妙にと言いますか、施設によってそう

多くは違いませんけども、この配点が多少数

字が違うというようなところもございます。

そこに対して、Ａ評価なら掛ける1.0、Ｂな

ら0.75という形で点数を弾いていく仕組みに

なっておるもんですから、そういったところ

で、我々が思ったここは高く評価が欲しいな

という部分において、思ったよりそこが伸び

てなかったのかなという観点もあるのかと思

っております。 

 以上でございます。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 浅尾委員。 

○浅尾委員 この選定の中で、配点表という

形で1,000点以上あったということで理解を

したんですが。 

 ちょっと教えてほしいんですけど、この配

点表だけでこういったものというのは理解を

していくというか判断していくというものな

んでしょうか。 

 というのは、コメントだとか自由意見で、

課題だとか、問題というのはこういうところ

があるんではないかというようなものという

のは付けられてないのか伺います。 

○鈴木長良委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 今の観点に関しまして、

こうしたほうがいいんではないかというとこ

ろではないんですけど、各委員に答申を出す

に当たって、こういった形で答申を出したい

という形で各委員には出させてもらってるん

ですが、公にはなってございません。 

 その中で、悪い点というよりかは、逆に今

回の審査に当たってよかった点といいますか、

こういったところが高く評価された、視点と

しては、今、言われた逆の部分にはなるのか

なとは思いますけども、いい点につきまして、

拾って付議事項として答申に載せさせていた

だいておるということでございます。 

 以上でございます。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第144号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第145号議案 新城市もくせいの家

ほうらいの指定管理者の指定を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 これは５年間の指定管理と

いうことになっております。過去を遡ります

と、もくせいの家ほうらいについては10年間

という、たしか合併以降の中であったかと記

憶しているんですけれども、今回の前は５年

間でありましたが、その前ぐらいかな、やっ

ぱり10年までは一応対応できるということも

ありますし、特殊なもくせいの家ほうらいを

管理されている方々、いろんな技能を発揮し

ていただいておるもんですから、できれば長

くしてもよかったのかなというような感がす

るわけでありますが、この辺のところの考慮

というのはどうなんでしょうかね。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 指定管理を10年程

度とした場合、サービスの安定的な提供とか、

経営の効率化というのが期待できるわけなん

ですけど、適切な管理がちゃんと行われてい
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るかどうかというのを見直す機会を設ける必

要があると判断しまして、現在の指定管理の

指定期間を前回と同じ５年とさせていただい

ております。 

○鈴木長良委員長 丸山委員。 

○丸山隆弘委員 過去、先ほど言いましたね、

10年ぐらい長かった時期があったと思うんで

すよ。その辺は分かりますか。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 10年という認識は

してないです。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 山田委員。 

○山田辰也委員 丸山委員の質疑に関連する

んですけど、ここは満点中1,008点。点数に

ついては、私たちだとちょっとはっきり分か

らないんですけど、公募の形としては、非公

募となってるんですけど、この非公募になっ

ている理由について、お願いします。 

○鈴木長良委員長 生田福祉課副課長。 

○生田智之福祉課副課長 もくせいの家ほう

らいは、鳳来町手をつなぐ育成会、この活動

を支援するために建設された施設でありまし

て、過去の経緯からほかの団体が管理、経営

するということが馴染まず、また、これまで

適切な管理運営が、もくせいの家ほうらいで

されていることから判断しまして、任意指定

とさせていただいております。 

○鈴木長良委員長 ほかには質疑ありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第145号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第146号議案 新城市いきいきライ

フの館の指定管理者の指定を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第146号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第147号議案 新城市鳳来高齢者生

きがいセンターの指定管理者の指定を議題と

します。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第147号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 



－12－ 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の

審査は全て終了しました。 

 なお、委員会の審査報告書及び委員長報告

の作成につきましては、委員長に一任願いた

いと思います。 

 これに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 これをもちまして、厚生文教委員会を閉会

します。 

   閉 会  午後２時17分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   厚生文教委員会委員長 鈴木長良 

 

 

 


